
社名・使用先住所が記載されている書面の写し
・登記簿謄本に使用先が登記されている場合（全てのページ写しが必要）
・領収日のわかる電気・ガス等の公共料金領収書
・営業の実態が確認できる書面（納税(課税)証明書、営業証明書）
・消印の日付が鮮明に映っているお取引先等から届いた郵便物※
（※埼玉県は差出人が異なるもの２通必要）
（※警察署により使用不可となる場合あり）

納車予定日から３か月以内のもの
上記書類 いずれか１通

使用の本拠の位置（使用先）が確認できる書類

※申請が不受理となる書類 お差換えをお願い申し上げます。

✕ 公共料金請求書やお知らせ（請求書のみで領収日が不明なもの）
✕ 消印の日付が不鮮明な郵便物
✕ 料金後納や料金別納の郵便物（消印日の記載がないもの）
✕ ３か月以上前のもの
✕ 宅配便伝票控え

法人名義

申請（届出）者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要な書類です



所在証明見本（郵便物）
郵便物を使用する場合の留意点
※納車予定日より消印日が“3ヶ月以内のもの”をご準備ください

①消印日が鮮明で年月日が確認できること
②使用先の住所が過不足なく記載されているもの
③支店・営業所名まで記載されているもの
④取引先など他社・他人から到着した郵便物であること
⑤封筒は窓付き封筒ではなく、通常封筒であること
⑥レターパックでも消印日が確認できれば使用可能
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使用できないもの
①消印の印影が不鮮明で消印日が確認できないもの
②料金後納、料金別納の消印がないもの
③同社内からの郵便物（警察署により無効となる場合あり）
④正式な会社名が記載されていないもの



所在証明見本（公共料金領収書）

公共料金領収書を使用する場合の留意点
※納車予定日より領収日が“3ヶ月以内のもの”をご準備ください

①電気、ガス等の公共料金の“領収書”であること
②領収日（振替日）が鮮明で日付が確認できること
③使用先の住所が過不足なく記載されているもの
④電気、ガス等の使用場所が使用先住所と同一であること

使用できないもの
①領収書ではなく使用量のお知らせや請求書
②領収日の印影が不鮮明で領収日が確認できないもの


